
ブ
ラ
ッ
ク
リ
ス
ト
制
度
　
施
行

第回

介護事業者の管理体制に“メス”

　
中
国
民
政
部
は
６
月
１
日

よ
り
、
「
養
老
サ
ー
ビ
ス
市

場
信
用
喪
失
共
同
懲
戒
対
象

リ
ス
ト
管
理
弁
法（
試
行
）」

を
施
行
し
た
。
介
護
施
設
や

従
業
員
に
重
大
な
違
法
行
為

が
見
ら
れ
た
場
合
、
国
内
統

一
管
理
シ
ス
テ
ム
で
の
懲
戒

対
象
リ
ス
ト
に
登
録
さ
れ

る
。
い
わ
ゆ
る
ブ
ラ
ッ
ク
リ

ス
ト
制
度
で
あ
る
。

　
そ
の
内
容
は
①
法
令
で
定

め
ら
れ
た
目
的
及
び
事
業
範

囲
を
超
え
た
行
為
、
②
高
齢

者
の
正
当
権
利
を
侵
害
す
る

行
為
、
③
違
法
な
資
金
調
達

や
詐
欺
ま
が
い
の
手
段
で
高

齢
者
の
財
産
を
搾
取
す
る
行

為
、
④
適
切
な
防
災
管
理
を

行
わ
ず
改
善
も
遅
滞
さ
せ
る

行
為
、
⑤
事
故
発
生
に
対
し

直
接
責
任
が
認
め
ら
れ
る
行

為
、
⑥
虚
偽
等
に
よ
る
補
助

金
不
正
受
給
す
る
行
為
、
⑦

監
査
等
を
拒
ん
だ
り
実
態
隠

蔽
し
た
り
改
ざ
ん
し
た
り
す

る
行
為
、
⑧
年
次
報
告
書
を

提
出
せ
ず
、
情
報
開
示
義
務

を
履
行
し
な
い
行
為
、
⑨
そ

の
他
養
老
サ
ー
ビ
ス
規
定
違

反
し
た
行
為
等
、

　
主
に
９
項
目
が
挙
げ
ら

れ
、
登
録
さ
れ
る
と
補
助
金

受
給
が
制
限
さ
れ
る
な
ど
、

政
府
の
管
理
監
督
が
厳
し
く

な
る
よ
う
だ
。

◆
　
◆
　
◆

　
２
０
１
５
年
に
河
南
省
の

リ
ハ
ビ
リ
セ
ン
タ
ー
（
全


床
）
で
発
生
し
た
、
電
気
設

備
の
経
年
劣
化
に
よ
る
火
災

事
故
で
は
、
当
時
入
所
者


名
の
う
ち
、
死
亡
者

名
、

重
傷
者
２
名
、
軽
傷
者
４
名

と
い
う
大
惨
事

に
見
舞
わ
れ

た
。

　
遺
族
は
施
設

を
起
訴
し
、
施

設
側
か
ら
死
亡

者
１
人
あ
た
り


万
元
（
約
８

０
０
万
円
）
の

賠
償
金
が
支
払

わ
れ
た
。
施
設

責
任
者
と
副
責

任
者
は
禁
錮
６

年
の
実
刑
判
決

を
言
い
渡
さ
れ
、
施
設
は
閉

鎖
さ
れ
た
。

　
施
設
は
消
防
設
備
に
関
す

る
定
期
点
検
や
防
災
訓
練
も

実
施
せ
ず
、
入
所
者
が
ベ
ッ

ド
で
煙
草
を
吸
う
事
も
許
さ

れ
て
い
た
と
い
う
程
ず
さ
ん

な
管
理
体
制
だ
っ
た
と
い

う
。
職
員
配
置
も
手
薄
で
管

理
指
導
も
行
き
届
い
て
お
ら

ず
、
危
機
意
識
も
希
薄
す
ぎ

た
よ
う
だ
。

　
他
に
も
高
齢
者
を
狙
っ
た

金
銭
詐
欺
や
設
備
条
件
や
人

員
配
置
に
関
す
る
虚
偽
報
告

な
ど
が
全
国
的
に
横
行
し
て

い
る
。
悲
し
み
や
無
念
さ
を

募
ら
せ
て
い
る
遺
族
や
関
係

者
ら
が
、
こ
の
よ
う
な
現
状

を
打
破
で
き
る
法
案
と
な
る

事
を
切
に
願
う
。


